
山形労働局長登録教習機関

あらゆる

株式会社マツキ

山形クレーン学校 検索〒993-0081 山形県長井市緑町8番12号 0238-83-3456 FAX 0238-83-3457



普通免許所持者でフォークリフト特別教育修了後３ヶ月以上の経験者(事業者証明必要)は2日コース

講習をおこなっている実施会場は●

　㈱マツキ 山形クレーン学校（長井会場） 　ﾏﾂｷﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ 米沢松岬校（米沢会場）
　〒９９３－００８１ 　〒９９２－００２１

　山形県長井市緑町8-12 　山形県米沢市大字花沢3356-5

　ＴＥＬ　０２３８－８３－３４５６ 　ＴＥＬ　０２３８－２２－６４１１

　ＦＡＸ　０２３８－８３－３４５７ 　ＦＡＸ　０２３８－２２－０８１１

　ﾏﾂｷﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ さくらんぼ校（村山会場） 　ﾏﾂｷﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ 太陽校（山形会場）
　〒９９５－０００３ 　〒９９０－２２１１

　山形県村山市大字本飯田118 　山形県山形市十文字字韮窪北347-1

　ＴＥＬ　０２３７－５８－２１３１ 　ＴＥＬ　０２３－６８７－４０２４

　ＦＡＸ　０２３７－５８－２６２９ 　ＦＡＸ　０２３－６８６－５４５０

定員制ですのでお電話で空き状況を確認してください。　講習の詳細はホームページをご覧ください。　

山形クレーン学校（長井会場） 米沢松岬校（米沢会場）

２日
小型移動式クレーン技能講習
修了者、又は移動式クレーン
運転士免許所持者

２.５日普通免許所持

２日
大型特殊免許所持 等
(カタピラ限定を除く)

４日

さくらんぼ校（村山会場） 太陽校（山形会場）

普通免許所持

山形労働局⾧登録教習機関　第74号

山形労働局⾧登録教習機関　第77号 山形労働局⾧登録教習機関　第79号

 屈折ブーム型高所作業車／垂直昇降型高所
 作業車／伸縮ブーム型高所作業車など

作業床の高さが10ｍ以上の
高所作業車の運転

特になし

小型移動式クレーン技能講習
修了者、又は床上操作式クレーン
技能講習修了者

山形労働局⾧登録教習機関　第75号

２.５日

　　　　　　●（R8.5.1～）

●

●

●

●

　　　　　　●（R8.5.1～）

フォークリフト 運転技能講習

高所作業車 運転技能講習

●

●

●

●

●

●

車両系建設機械（整地等）運転技能講習

車両系建設機械（解体）運転技能講習

小型移動式クレーン 運転技能講習

玉掛け 技能講習

●

大型特殊免許所持
又は普通免許等所持で小型車両系建設機械特別教育
修了後3ヶ月以上経験者（事業者証明が必要）

車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）
技能講習修了者

山形労働局⾧登録教習機関 第73号

 パワーショベル／ブルドーザー／トラクターショベル
 モーターグレーダー／スクレーパー／クラムシェルなど

フォークリフト 運転技能講習 高所作業車 運転技能講習

小型移動式クレーン 運転技能講習

 ワイヤロープ／チェーン／繊維ロープ/フック
 シャックルなどの玉掛け用具が使用されます

つり上げ荷重が1トン以上
のクレーンの玉掛け業務

つり上げ荷重が5トン未満
の移動式クレーンの運転

 積載形トラッククレーン
 クレーン機能付きドラグショベルなど

２日 １日

玉掛け 技能講習

３日３日特になし

２.５日
玉掛け技能講習修了者
又は床上操作式クレーン技能講習
修了者

 カウンタバランス式／リーチフォークリフト
 サイドフォークリフトなど

最大荷重が1トン以上の
フォークリフトの運転

車両系建設機械
（解体用）

機体質量が3トン以上
の車両系建設機械の運転

山形労働局⾧登録教習機関 第78号

 鉄骨切断機／コンクリート圧砕機／解体用つかみ機
 ブレーカーなど

 機体質量が3トン以上
の車両系建設機械
（解体用）の運転

　運転技能講習車両系建設機械
（整地・運搬・積込み・掘削用）

運転技能講習
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